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令和６年11月小美玉市教育委員会定例会議事録 
（作成日：令和 ６年 12月 ２日） 

招 集 年 月 日 令和６年11月18日（月） 

招 集 場 所 小川総合支所 ３階 大会議室 

開 催 日 時 令和６年11月25日（月） 

 開 会 午後１時25分 

 閉 会 午後２時30分 

出 席 者  羽鳥 文雄  教育長  山口 和弘  委 員（職務代理者） 

（★：議事録署名員） 
★ 中村 三喜  委 員  小仁所 浩  委 員 

 廣戸 隆  委 員  髙橋 晃子  委 員 

欠 席 者  なし 

傍 聴 者  なし 

事 務 局 職 員 教育部長 植田 賢一 理  事 狩谷 秀一 

 教育指導課 課 長 吉田 桂子 教育企画課 課 長 田山 智 

生涯学習課 課 長 大山 伸一 スポーツ推進課 課 長 比気 龍司 

文化芸術課 課 長 片岡 理一  

教育企画課 課長補佐 磯辺 桂子 教育企画課 主 幹 笹目 翔太郎 

付 議 事 件 
（ 提 出 議 案 ） 

 

議 案 第 7 2 号 令和６年度教育予算（補正予算）について 

事 業 等 報 告 
 

（1） 学校教育関係について 
教 育 指 導 課 

（ 指 導 係 ） 

（2） 教育課題について 
教 育 指 導 課 

（ 指 導 係 ） 

（3） 就学援助及び区域外就学並びに指定校変更について 
教 育 指 導 課 

（ 学 務 係 ） 

（4） 
スポーツ推進事業について 

（「第15回 小美玉市民ゴルフ大会」） 
スポーツ推進課 

（5） 
文化事業について 

（「第19回 小美玉市民文化祭」） 

文 化 芸 術 課 

生 涯 学 習 課 
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１．開 会・教育長挨拶 

 

○ 羽鳥教育長 

 皆さん、こんにちは。着座にて失礼します。 

 本日は、お忙しい中ご出席いただきましてありがとうございます。定刻前ですが、皆さんお揃い

ですので、ただ今から、小美玉市教育委員会会議「11月定例会」を始めさせていただきます。よろ

しくお願いいたします。 

 先月は、総合教育会議と定例会、そして歓送迎会と大変お世話になり、ありがとうございました。 

 11月も下旬になり、このところ、朝夕一段と冷えてきたように感じます。また空気も乾燥し、風

邪をはじめ、インフルエンザも流行の兆しをみせており、マイコプラズマ肺炎による欠席者も確認

されておりますので、学校には感染症対策や健康管理を十分に行うよう指導していきたいと思いま

す。 

 学校のスポーツ関係では、７日に県中学校駅伝競走大会が行われ、男子の部では、美野里中が出

場65チーム中見事優勝を果たしました。２位と同タイムでの大接戦での勝利で、このあと12月に予

定されている、関東大会及び全国大会に茨城県代表として出場します。女子の部の結果は、小川南

中が14位、美野里中が29位と健闘しました。 

 競技は変わり、女子サッカーにおいて、小美玉フットボールアカデミーが関東大会で３位になり、

こちらも全国大会出場を果たしております。 

 

 本日は、議案が１件、事業等報告、その他となっておりますので、ご審議のほどよろしくお願い

いたします。 

 

 

 

２．議事録署名委員の選任   中村委員  

 

〇 羽鳥教育長 

 続きまして、議事録署名委員の選任に移ります。 

 本会議では、中村委員を選任いたしますがよろしいでしょうか。（中村委員：はい。） 

 では、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

３．議事録の承認   承 認  

 

〇 羽鳥教育長 

 続きまして、議事録の承認についてお諮りいたします。 

 「10月定例会」の議事録につきましては、皆様すでに、お目通しかと思いますが、何かご意見ご

質問、お気づきの点がありましたら、お願いいたします。 

 特にないでしょうか。よろしいですか。（一同：頷く。） 

 それでは議事録については、承認とさせていただきます。 

 

 

 

４．付議事件の宣告 

 

〇 羽鳥教育長 

 本日の会議に付すべき事案について「宣告」いたします。議案等について、あらかじめ配布させ

ていただいた資料としましては、 



3 

・議案第72号 令和６年度教育予算（補正予算）について 

以上、議案１件となります。 

 ここで、本日の議案等のうち、「非公開」にするものについてお諮りいたします。 

「非公開」にするものとしては、 

 次第の「５ 付議事件の審議」のうち、「議案第72号 令和６年度教育予算（補正予算）につい

て」、こちらは、議会提案事項のため、本会議では、非公開としたいと思います。 

 次第の「６ 事業等報告」のうち、「（２）教育課題について」と「（３）就学援助及び区域外就学

並びに指定校変更について」、これらについては、個人情報に関するものが含まれているため、本

会議及び議事録において、非公開としたいと思います。 

 次に、「７ その他」につきましても、本会議では、非公開としたいと思います。 

 

 「非公開部分」について、委員の皆様から何かありましたら、お願いいたします。 

 特に無ければ、以上のものを「非公開」としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（委員：異議無し） 

 それではご異議無しと認めまして、以上のものを非公開とさせていただきます。 

 

 

 

５．付議事件の審議 

 

〇 羽鳥教育長 

 まず初めに、（１）議案となります。 

 議案第72号「令和６年度教育予算（補正予算）について」、本議案は、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第29条の規定及び小美玉市教育委員会事務委任規則第２条第６号の規定に基づき、

教育委員会の意見を求めるものでございます。 

 担当課より順次、説明願います。 

 

 

■ 議案第 72号 令和６年度教育予算（補正予算）について    可 決  

 

〇 吉田教育指導課長 

 別添資料「令和６年度小美玉市一般会計補正予算（第６号）案 教育予算抜粋」をご覧くださ

い。 

 はじめに、歳入補正についてご説明いたします。資料は１頁をご覧ください。 

 なお、以降の説明については、表の右端「説明欄」に沿って行います。 

 「教育支援体制整備事業費補助金」については、19 万 4,000 円の増額補正となります。 

 本補助金の対象事業として「不登校児童生徒の学び継続事業」があり、校内フリースクールの

開設準備に充てることが可能なものとなります。 

 この度、令和６年度分の追加募集があったことから、美野里中及び小川北義務、玉里学園での

開設準備に活用したく応募しているところでございます。 

 補助率は、経費の３分の１となっており、経費内容は、歳出予算において説明いたします。 

 

 

〇 片岡文化芸術課長 

 続いて、「文化施設等維持管理運営等事業基金繰入金」については、180万 2,000 円の増額でご

ざいますが、歳出における、小川文化センター施設維持管理費に充てるための防衛省の補助を財

源としている基金からの繰入となります。 

 歳出での補正計上に伴うものとなりますので、内容については、歳出にてご説明いたします。  
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〇 大山生涯学習課長 

 続きまして、「行政地区集会施設管理基金繰入金」については、148万 6,000 円の増額補正を行

うものでございます。 

 内容につきましては、歳出の中で説明させていただきます。 

 歳入補正の説明は以上となります。 

 

 

〇 吉田教育指導課長 

 続きまして、歳出補正の説明に移ります。資料は２頁をご覧ください。 

 まず初めに、各課における「給与費」については、人事課所管となり、教育委員会の所管外と

なりますので、説明については省略させていただきますので、予めご了承ください。 

 「６ 学校教育支援事業」について、備品購入費として、58 万 3,000円の増額補正をお願いす

るものでございます。 

 内容としましては、歳入補正で申し上げました、教育支援体制整備事業補助金 19万 4,000 円を

活用し、校内フリースクールを令和７年度当初から開設できるよう、パーテーションなど開設に

必要な備品を購入するため計上するものです。 

 

 

〇 田山教育企画課長 

 その下、「２ 小学校施設管理費」について、14 節 工事請負費 校舎改修工事として、108万

3,000 円の増額補正となります。 

 内容でございますが、堅倉小学校の塔時計改修工事として、壁掛け型親時計の基盤修繕工事を

行います。 

 続いて、３頁をご覧ください。 

 「２ 中学校施設管理費」について、10節 需用費 修繕料として、50万円の増額補正となり

ます。 

 内容でございますが、同予算について不足が見込まれるため、前年度実績に基づき増額補正す

るものです。 

 

 

〇 吉田教育指導課長 

 続いて、「２ 幼稚園運営経費」について、修繕料として、26万円の増額補正をお願いするもの

でございます。 

 本経費の修繕料は、主に園児送迎用バス８台の修繕を行うためのものでございますが、年度末

に予定している園バスの車検整備費用に不足が見込まれるため、不足見込額の増額をお願いする

ものでございます。 

 

 

〇 大山生涯学習課長 

 続いて、生涯学習課所管となります。４頁をご覧ください。 

 「２ 社会教育総務事務費」について、行政区集会施設整備費補助金として、271 万 2,000 円の

増額補正をするものでございます。 

 内容としては、「下吉影南原区」他７地区の地区集会施設の修繕工事をはじめ、エアコン設置な

どへの補助金となります。 

 このうち、「下吉影南原区」「山野台」「田中台」の３地区については、再編交付金事業による地

区集会施設のため、歳入補正の際ご説明させていただきました「行政区集会施設管理基金繰入

金」148万 6,000 円を財源として充当するものでございます。 

 続いて、「２ 小川公民館施設維持管理費」については、10節 需用費を 94 万 3,000 円、11節 

役務費を５万円、合計 99万 3,000 円の増額補正をするものでございます。 
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 内容としては、電気料金の高騰に伴い不足が見込まれる電気使用料及び小川公民館の閉館にあ

たり、経年劣化により長年使用不可としていたアップライトピアノを処分するための廃品処分手

数料でございます。 

 「４ 美野里公民館等施設維持管理費」については、10節 需用費を 190万円増額補正するもの

でございます。 

 内容としては、小川公民館同様、電気料金の高騰に伴い不足が見込まれる美野里公民館他４施

設の電気使用料となります。 

 続いて、「３ 小川図書館・資料館施設維持管理費」については、10節 需用費を 66万 4,000

円、14節 工事請負費を 19 万 8,000 円、合計 86万 2,000円の増額補正をするものでございます。 

 内容としては、資料の５頁をご覧ください。 

 他施設と同様に、電気料金の高騰に伴い不足が見込まれる電気使用料及び小川公民館の閉館に

あたり、同施設に設置している電話交換機と情報ネットワークの LAN 配線を移設するための工事

費となります。 

 続きまして、「２ やすらぎの里施設維持管理費」と「１ 生涯学習センター施設維持管理費」

については、いずれも、10 節 需用費をそれぞれ、39 万円と 240万円の増額補正をするものでご

ざいます。 

 内容としては、電気料金の高騰に伴い不足が見込まれる電気使用料となります。 

 

 

〇 片岡文化芸術課長 

 続いて、文化芸術課所管となります。 

 ５頁の一番下「３ 小川文化センター施設維持管理費」について、10節 需用費のうち、光熱水

費を 130万円、修繕料を 50 万 3,000 円、合計 180 万 3,000 円の増額補正となります。 

 光熱水費は、電気使用料となりますが、大ホール及び小ホールの空調稼働時間の増加に伴うも

ので、今後の空調稼働を見込んでの計上となります。 

 修繕料は、大ホール照明設備の停電時データ保存用バッテリーの交換修繕となります。 

 最終６頁については、いずれも給与費のみとなりますので、以上を持ちまして、議案第 72号の

説明とさせていただきます。 

 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

 

〇 羽鳥教育長 

 各所管課からの説明が終わりました。 

 ただいまの説明につきまして、ご意見ご質問及び討論等ありましたらお願いいたします。 

 

 

◎ 山口委員 

 ２点あります。 

 まず１点目ですが、公民館をはじめ、公共施設の光熱水費の増額補正が多い印象を持ちまし

た。 

 もちろん、世の中の流れからすれば当然だと思いますが、今後も高騰していくことが予想され

ますので、来年度の予算に向けて、見込みをしっかりとしていただければと思います。 

 続いて２点目ですが、片岡課長から説明のあった、小川文化センターのバッテリー修繕につい

て、詳細を説明していただけますか。 

 

 

〇 片岡文化芸術課長 

 大ホールの照明設備に関係するバッテリーとなりますが、大ホールを使用する催事の際、音楽

等に合わせて照明の演出を変える場合があります。 
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 その場合、プログラムにより制御がされており、主催者によっては本番間近まで調整を行い、

それを設備に記憶させるのですが、不運にも停電に見舞われた場合、プログラムが消去されてし

まう可能性があります。 

 これを防止するために、補助バッテリーを備えており、今回、この補助バッテリーの交換のた

め、増額補正をお願いするものでございます。 

 

 

〇 羽鳥教育長 

 その他いかがでしょうか。 

 無いようですので、採決に移ります。 

 議案第 72 号について、ご異議ございませんか。（委員：異議無し） 

 ご異議なしと認め、議案第 72号は、可決といたします。 

 なお、本議案については、議会提案事項のため、取り扱いには十分留意願います。 

 

 

 

６．事業等報告 

 

〇 羽鳥教育長 

 事業等報告に移ります。 

 まず（1）学校教育関係について 教育指導課指導係より報告願います。 

 

 

■ 学校教育関係について 

 

〇 狩谷理事 

 資料に沿ってご報告させていただきます。 

 まず、12月の学校行事についてございます。 

 来月は行事が少ないですが、３つほど載せております。 

 12月24日から来年１月６日までが冬季休業となります。これに合わせ、12月27日から１月３日ま

でを学校閉庁日としました。 

 続きまして、令和６年度末、７年度始の主な行事日程についてでございますが、卒業式・卒園式、

辞令交付、入学式・入園式の日程を記載しておりますので、後ほどご確認ください。 

 資料最後の、部活動でございますが、冒頭、教育長からもありましたが、美野里中男子駅伝部と

県新人戦において、女子剣道で小川北義務の海老原さんが優勝されましたので、ご報告させていた

だきます。 

 報告は以上でございます。 

 

 

〇 羽鳥教育長 

 担当からの報告が終わりました。 

 この件で、何かご質問やご確認等がありましたらお願いいたします 

 

 

◎ 廣戸委員 

 知識として身に付けたいので、質問なのですが、出願関係がweb出願となりましたが、これについ

て、中学校と生徒の関わり方がどのようになっているのかが分からないので、簡単に説明していた

だけますか。  
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〇 狩谷理事 

 今年度からweb出願となりました。 

 昨年度までは、出願時に学校で様式を整えておりましたが、それが全てwebになるという形です。 

 web出願後、保護者から学校にご提出いただき、最終的には、学校が調査書と一緒に受験校に提出

する流れとなります。 

 この調査書は、引き続き学校で作成するものでございます。 

 以上でございます。 

 

 

◎ 廣戸委員 

 確認ですが、出願校は三者面談で決定すると思います。 

 面談後に、各自で出願するという流れだと思いますが、出願手続きの状況確認というのはどのよ

うにするのでしょうか。 

 

 

〇 狩谷理事 

 出願を証明する紙を印刷し、学校に提出していただくことで、出願状況を確認することとしてい

ます。 

 

 

◎ 廣戸委員 

 提出によって、出願状況を確認するということは理解しました。 

 最終的に入試は、各家庭や本人に任せるというものだと思いますが、まだ現状として、中学校が

大きな役割を担っていると思いますので、中学校側のチェック体制が重要になると考えます。 

 例えば、出願したつもりでいたが、実際は出願がされていない。出願校の誤りや学科の誤りなど

が想定されるので、これらに対応できる体制の構築が必要だと思いますが、その点はいかがでしょ

うか。 

 

 

〇 狩谷理事 

 その点については、web出願となっても学校が最終的な確認をする。という点は、今までと変わり

ありません。 

 web出願の期間は、３週間ほど設けられておりますが、学校への締め切りはもっと前に設定し、学

校で確認する期間を確保します。 

 学校側で確認した際、不備等があった場合には適宜訂正するという流れとなります。 

 

 

◎ 廣戸委員 

 導入初年度となりますので、トラブルがあるということを念頭に置いていただければと思います。 

 過去には他の自治体で、学校の提出漏れによって受験が出来なかったというニュースがあったよ

うに、入試は出願がされていないと受検すらできないものですので、web出願となりどのようにな

るのか、チェック体制は十分なのかと思い質問させていただきました。 

 

 

〇 狩谷理事 

 ありがとうございます。 

 出願方法の他に、調査書も、大きく変更がありましたので、ご説明させていただきます。 

 今まで、欠席日数や行動の記録、基本的生活習慣などに〇（マル）が付いていたと思いますが、

それが全て無くなりました。 
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◎ 廣戸委員 

 つまり、成績データだけが高校側に提供されるということで、例えば、不登校の生徒については、

そのような情報は高校側に提供されずに受験するということでしょうか。 

 

 

〇 狩谷理事 

 成績や総合の記録、表彰関係、部活動や特別活動は残っておりますが、行動の記録や出欠日数に

おいては、１・２年生に関して無くなりましたので、そのような形になると言えます。 

 

 

〇 羽鳥教育長 

 その他、どうでしょうか。 

 無いようですので、次に移ります。 

 

 

■ 教育課題について  ※非公開※  

 

 

■ 就学援助及び区域外就学並びに指定校変更について  ※非公開※  

 

 

■ 「スポーツ推進事業」（第 15回 小美玉市民ゴルフ大会）について 

 

〇 比気スポーツ推進課長 

 資料をご覧ください。 

 第15回小美玉市民ゴルフ大会を11月８日金曜日に、世楽地内のゴルフ場にて開催しました。 

 大会当日は、季節が後戻りしたかのような暖かな陽気の中で、ゴルフには絶好のコンディション

だったのではないかと思います。 

 同大会でございますが、新型コロナウイルスの影響により、開催を見送っておりましたが、令和

元年度以来、５年振りの開催となり、資料記載の通り、174名の方にご参加いただきました。 

 参加者につきましては、総合の部やシニア、女性の部など、各部門の優勝を目指した他、ニアピ

ン賞やドラコン賞など各賞を目指しながら、楽しくプレーしている姿が大変印象的でございました。 

 当日の様子について、写真を載せさせていただきましたが、総合の部優勝者には、茨城-神戸間往

復航空券が市長から授与された他、飛び賞や上位入賞の賞品を手にし、プレーとはまた別の盛り上

がりを見せており、盛大のうちに大会を終了することができました。 

 参加者からは、来年もぜひ参加したいといったお声もいただき、ありがたいところでございまし

た。 

 以上、報告とさせていただきます。 

 

 

〇 羽鳥教育長 

 担当からの報告が終わりました。 

 委員の皆さまから、確認等がありましたらお願いいたします。 

 

（質疑等無し） 

 

 無いようですので、次に移ります。 
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■ 「文化事業」（第 19回 小美玉市民文化祭）について 

 

〇 片岡文化芸術課長 

 資料をご覧ください。 

 市民文化祭につきましては、園児・児童生徒、ご高齢の方々まで、多くの市民が作品の展示や舞

台発表、イベントへの参加が主な事業内容とし、文化芸術に触れる機会として、３日間開催しまし

た。 

 来場者については、資料記載の通り、延べ人数となりますが、３館合わせて、約 6,300人でござ

いますが、出演等運営に携わっていただいた方々は、約 3,300人と多くの方の協力により実施しま

した。 

 報告は以上でございます。 

 

 

〇 羽鳥教育長 

 担当からの報告が終わりました。 

 委員の皆さまから、確認等がありましたらお願いいたします。 

 

 

◎ 山口委員 

 報告にもありましたが、３日間の開催期間のうち、11月３日にコスモス会場とアピオス会場の様

子を見に行かせていただきました。 

 その時の率直な感想としては、コスモス会場において、あまりに人がいないことに驚きました。 

 報告では、コスモス会場に、1,300人の来場者が来ていたようですが、おそらく、子どもの舞台発

表の際に保護者などが来たのがピークではないかと思います。 

 一方でアピオス会場は、当日カラオケ大会が開催されていたこともあって、賑わっていた印象が

あります。 

 その他、気になった点としては、展示物の数もアピオス会場の方が多かったと思います。 

 どのような体制で準備等がされていたかは存じ上げませんが、この現状を見ると、コスモスを会

場とした文化祭の開催自体を見直す必要があるのではないかと思います。 

 

 

〇 大山生涯学習課長 

 本事業については、３館で実施してきたという背景があります。 

 私自身、コスモス会場には足を運びましたが、ホールでの発表後だったこともあり、委員ご指摘

の通り、かなり人が少なかった印象を持ちました。 

 今後、28日に今年度最後の実行委員会を開催する予定となっておりますので、その中で、課題提

起していきたいと考えております。 

 

 

◎ 廣戸委員 

 私は、みの～れ会場に足を運びました。文化祭の課題については、３点あると感じています。 

 まず１点目ですが、ステージ発表に関しては、発表者の関係者しかいないというのが、ここ数年

の傾向で、コスモス会場の来場者が少なかったのは、おそらくこの発表の回り番でなかったからで

はないかと思います。 

 この回り番については、昨年度はコスモスだったため、美野里地区の子どもがみの～れで発表が

できないのはどうなのか。と一部不評もあるようですが、各館の持ち回りで実施していて、回り番

の年度は、来場者が増える傾向にあると思います。 

 それでも、発表後は一気に人が減ってしまうので、発表そのものを考えなければならないと思い
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ます。 

 ２点目は、ステージ発表者について、近年は、幼稚園児や保育園児という、一番動員が期待でき

る分野からの参加が減ってきている中で、ベテランの方が多かった印象を持ちました。 

 このことから、数年後のステージ発表者がどうなっているのか。各種団体の高齢化も進んでいる

ようですので、文化祭のあり方というのも考えないといけないと思います。 

 これらを踏まえて、３点目ですが、いかにして、若い世代が来る環境を整えていくのかだと思い

ますが、今年みの～れ会場には、屋外にキッチンカーが来ていて、小さな子どもを連れた家族が多

く見受けられました。これがヒントになり得ると思います。 

 

 

〇 片岡文化芸術課長 

 貴重なご意見ありがとうございました。 

 本事業については、「市民の日頃の活動を発表する機会」として、実行委員会方式によって、多く

のボランティアの方々が様々な意見を出し合い、企画したものでございます。 

 委員からご評価いただきました、「キッチンカー」については、みの～れにおいて、ボランティア

によるプロジェクトチームによって採択された、今年度から始まった新たな取組みでございます。 

 この他、委員よりご提言いただきました、「参加者の高齢化」や「発表プログラム」などについて、

私自身も感じた部分がございます。 

 今後は、各館の良さを活かし、それぞれが盛り上がれるよう、文化祭実行委員会で検討してまい

りたいと思います。 

 今後もご助言等いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

〇 羽鳥教育長 

 その他、いかがでしょうか。 

 無いようですので、次に移ります。 

 

 

 

７．その他 

 

〇 羽鳥教育長 

 次第の７ その他になります。 

 まず、委員の皆様から何かありますか。 

 無いようですので、事務局より説明願います。 

 

 

＜委員から（概要）＞ 

やすらぎの里小川敷地内「本間玄琢 生家」屋根工事について（確認） 

 屋根の棟（ぐし）について、当初予算で予算措置がされており、何度か質問しているが、道路側

（北側）の状況悪化が著しいように感じる。今後の流れ等について再度確認したい。 

➡ 今年度から３か年での実施を予定しています。 

 

学芸員の育成・確保について 

 先日、結城市に出向く機会があった。 

 結城市は、江戸時代からの街並み等が残っており、歴史のあるまちで有名である。 

 当日、同市教育委員会の学芸員が、随行し様々な説明をしてくれていたが、同市には「歴史館（史

料館）」が無いとのこと。 

 一方で、本市には小川と玉里に資料館（史料館）があり、大変恵まれた環境であると言えるが、

先日の教育委員訪問時に見ていただいていると思うが、「開店休業」状態で、宝の持ち腐れではない
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か。 

 この原因の一つとして、「学芸員不足」だと考えている。 

 人手が足りないため、「企画展」や「リニューアル」ができず、結果、開店休業になっていると言

わざるを得ない。 

 そのための対策は講じているのか確認したい。 

➡ 所管課として、非常に危惧しているところで、人事所管課とのヒアリングにおいても、「新規職

員採用」を含め、人材の確保について要望しています。 

 

 

＜事務局から（概要）＞ 

令和７年「小美玉市二十歳のつどい」について 

 開催日：令和７年１月12日（日） 

 会 場：小川文化センター アピオス 

（昨年度からの変更点） 

 教育委員の皆さまを「来賓」としてお招きさせていただきます。 

※その他、詳細については、12月中旬頃を目安に通知を発送します。 

 

 

用地買収の完了について 

 小川文化センター アピオス外周道路の用地買収（９月定例会 専決事項）について、売買契約及

び所有権移転が完了しました。 

 

 

羽鳥小学校校舎増築工事について 

 同工事の入札が 11月 20 日（水）行われ、４つの特定建設工事企業体（JV）の応札がありまし

た。 

 必要な手続きが未完のため、本日の定例会に議案として上程できませんでしたので、教育長の

専決処分とし、来月の定例会において、報告させていただきますこと、予めご了承願います。 

 

 

教育委員会「タブレット端末」の導入について 

 本日机上配付をさせていただきました。現在、市内児童生徒が使用している端末と同機種とな

ります。 

 先月定例会後に操作説明をさせていただいておりますが、教育委員会定例会等以外の目的での

使用についてはご遠慮ください。 

 ご自宅で使用するにあたり、ご自宅のインターネットに接続していただく必要があります。 

 不明点については、事務局までご連絡ください。 

 

 

12月定例会について    令和６年 12 月 25 日（水）13 時 30 分から  

      小美玉市役所 本庁 ２階 第２・第３会議室 

 

 美野里中学校体育館長寿命化工事の工期が「令和７年１月 15日」であるため、定例会当日、現

場を視察した後、定例会を本庁で開催したいと思います。 

 定例会開始は、15時を想定しています。 
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８．閉 会 

 

〇 羽鳥教育長 

 他にありませんか。無ければ、本日予定していた内容すべて終了しました。 

 委員の皆様には慎重なご審議をいただき、ありがとうございました。 

 以上をもちまして小美玉市教育委員会会議、11月定例会を閉会とさせていただきます。 

 大変お疲れ様でした。 


